
  

昭和44年労働経済の分析 参考資料
1   勤労者の資産保有状況

昭和30年代後半からの経済の高度成長過程で,勤労者の所得水準は向上を続け,それにつれて消費生活の面
における改善も着実にすすんでいるが,資産面においては相対的に立遅れがみられる。この状況を国際比
較と国内の所得階層間の比較によって概観しよう。
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1   勤労者の資産保有状況
(1)   資産の国際比較

わが国の個人貯蓄率は欧米に比べ従来から著しく高く,その高まり方も大きい(第1表)。この結果,個人の資
産も大幅に増加していると推測されるが,個人資産についての直接の推計がないので国富(国内に蓄積され
た資産)でみると,わが国の国富増加は大きく,国民総生産に対する倍率も国民総生産の急速な増加にもかか
わらず昭和30年には1.6倍,35年には1.7倍,40年には1.8倍(42年も同じ)と高まってきている。しかし,欧米
の約3倍にはまだ及ばず,また,1人当り国富の対欧米格差も大幅に縮小してきているが42年現在でアメリカ
の約6分の1と,1人当り国民所得の約4分の1に比べても格差はまだかなり大きい(第2表)。

第1表 個人貯蓄率の国際比較

第2表 1人当り国富の国際比較

昭和44年 労働経済の分析



また,国富の内容をみると,わが国は住宅を含む社会資本の比率が低く,政府,民間企業設備,在庫品の比率が
非常に高い(第3表)。

第3表 国富の国際比較

前述のような高い貯蓄率を反映して,個人の資産のうちとくに1人当り個人金融資産残高は昭和30年には
わが国はアメリカの29分の1であったが35年には16分の1,40年には10分の1,43年には8分の1とその格差
は大幅に縮小してきている。しかし,1人当り国富の格差よりはなお大きい。個人金融資産の内容では,わ
が国は圧倒的に現金,預金の比率が高く,アメリカ,イギリスの比率の2～3倍となっているが,反面,有価証券
の比率は低い(第4表)。

第4表 個人金融資産残高
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1   勤労者の資産保有状況
(2)   所得階層別にみた資産保有状況

以上のようにわが国の資産形成は欧米に比べ相対的に立遅れがみられる。

それでも所得の着実な増加や,消費面では一部の耐久消費財を除けば消費が一応の段階まで達したことな
どもあって,最近では資産保有の面が重視される傾向にある。それは家計における黒字率(実収入－実支出
／実収入)の大幅な上昇と,黒字処分を資産性のより強いものへ振り向ける割合がふえていることなどから
もうかがえる。

すなわち,勤労者世帯の黒字率は一貫して上昇基調にあるが,昭和30年代後半の消費ブームの影響による一
時的停滞の後,40年以降は再びかなりの上昇に転じている(第1図)。

第1図 黒字率と貯蓄率の推移

第5表 黒字の処分状況
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一方,黒字処分においては,生活保障の最も基本的形態と考えられる貯金と保険(払込み保険料)にあてられ
る割合は,長期的にみても両者合わせてほぼ6割強とあまり変りはないものの,最近では住宅事情などを反
映して土地・家屋などの財産購入の割合が急増している(第5表)。貯蓄の目的でも,土地,家屋の購入のため
という割合が増加している(第6表)。

第6表 貯蓄の目的

第7表 貯蓄保有内容の推移
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また,保有している金融資産の内容でも,通貨性預金の割合にはあまり変化がないが,定期性預金の割合は漸
増しているなどの有利な選択の進行がみられる(第7表)。

つぎに,これらの状況を年間収入5分位階級別に38年と43年の対比でみると,まず,黒字の処分面では,土地,
家屋購入割合の増加は中,高所得層で著しいものがある(第8表)。これに伴い持ち家比率は高所得層ほど急
激に高まってきており,低所得層ではむしろ低下してきている(第2図)。しかし,高所得層においては負債の
増加テンポが社内貸付を中心にして大幅であり土地,家屋購入資金のかなりの部分を借入れに依存してい
るものと思われる(第9表)。

さらに,保有貯蓄の面では貯蓄から負債を差引いた額の所得階層間格差は急速に縮小しているものの,収入
面に比べると格差はかなり大きい。また,貯蓄の内容においても,通貨性預金から定期性預金への移行は各
階層でみられるが,低所得層では生命保険の割合がかなり高く,有価証券の保有割合は格段に低いことなど
質の点で差がある。

第8表 年間収入5分位階級別黒字内容の変化
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第9表 年間収入5分位階級別貯蓄と負債の保有内容の変化
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第2図 年間収入5分位階級別持ち家比率
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2   勤労者生活と住宅問題

勤労者の生活のなかで住宅問題は,子弟の教育問題,老後の生活設計などとならぶ重要問題の一つとなっている。とく
に大都市およびその周辺においては,人口の急激な集中,核家族化現象の進展などにより住宅の需要が急増している一
方,地価,建築費の高騰のため,その充足がいっそう困難になるなど,住宅問題は勤労者を中心として国民一般の重要関
心事となっている。

また,今後の需要を考えると,大都市を中心に世帯数の増加が続くこと,老朽住宅のリプレース,核家族化の進展に伴う
老後生活の場としての持ち家需要,生活水準の向上に伴う住宅の質の向上への欲求の強まり,さらには所得水準の向上
に伴う住宅資産保有への志向も加わって,ここ当分の間は,住宅需要は大都市を中心に増加していくものと思われ
る(第1図,第1表)。

第1図 人口および世帯数の伸びの推移

他方,供給の面をみると,経済成長とともに年年投資額,建設戸数とも着実に増加し,とくに民間投資を主体として近年
の伸びはめざましく,国民総支出に占める住宅投資の比率も欧米の水準(アメリカ4.1%,イギリス3.6%,西ドイツ5.6%,
いずれも1965年)を上回るまでになっている(第2表)。その結果,昭和43年には全国的にみれば住宅数が世帯数を上回
り,また,居住水準も着実に向上している(第3表,第4表)。
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しかし,逐次減少はしているものの,なお,大都市を中心に住宅難世帯(一定水準以下の狭小,過密居住,危険,修理不能ま
たは大修理を要する老朽住宅,同居,非住宅居住など)は360万世帯に達しており,とくに大都市地城でのそれが多い(第
5表,第6表)。

また,意識の面から住宅の困窮状態(住宅に困っていると考えている世帯)をみても依然として困窮感は強いものがあ
るといえる(第7表)。

このような困窮意識は,一定水準以下の狭小,過密などの状態にある住宅難世帯で強いことはいうまでもないが,それ
に加えて,所得水準の向上につれて住宅の質の向上を望むようになる意識の面からも生じている。たとえば,東京都住
宅局の調査によれば,所得水準が高くなるほど困窮世帯の比率が住宅難世帯の比率を上回る程度が大きくなってい
る(第2図)。

第1表 住宅に関する世論

第2表 実質住宅投資額,国民総支出に対する住宅投資の比率,住宅新築戸数の推移
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第3表 住宅数および世帯数の推移

第4表 居住水準の推移
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第5表 要因別住宅難世帯数

第6表 地域別住宅難世帯数
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第7表 住宅困窮程度別世帯数

さらに,勤労者にとっては居住水準以外にも通勤が重要な問題になっている。いわゆる通勤難については徐徐に改善
のきざしをみせているものの,長距離通勤,ラッシュ時の混雑等は依然として勤労者に大きな負担となっている。東京
周辺について雇用者が世帯主である持ち家について,その入居時期別に通勤時間の分布をみると,通勤時間の長いもの
がしだいにふえている(第8表)。

第2図 収入階級別世帯数および住宅難,住宅困窮の比率
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以上のように住宅難世帯,住宅困窮世帯は生活水準の一般的向上にかかわらず,依然としてかなりの割合を示してお
り,通勤問題を含めて住宅問題は勤労者生活の改善の面で大きくとり残されている。
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このような勤労者の住宅難は,勤労意欲の減退など企業にとっても大きな問題となっている。たとえば,東京商工会議
所の調査によれば,80%以上の企業においてその従業員が多かれ少なかれ住宅に困窮しており,それは生産性や勤労
意欲などの面で障害となっているほか,労務費の増大,労使関係の不安定といった面にも影響している。

さらに住宅問題は従業員の採用および定着の面にも関係をもっており,企業は従来以上に従業員の住宅問題に関心と
努力を払わざるをえなくなっている(第9表,第10表,第11表)。

企業の住宅援助制度をみると,現状では給与住宅などのように福利厚生施設の充実といった観点からの住宅対策の占
めるウェイトが高いが,土地の確保難,建設費の上昇など給与住宅の建設がむずかしくなっていること,従業員の持ち
家志向が強まっていること,企業の住宅援助に対する税制上の優遇措置が設けられるようになったことなどの理由に
より今後はしだいに持ち家援助制度に重点が移っていく傾向にある(第12表,第13表)。

第8表 入居時期別持ち家世帯主の通勤時間別世帯数割合

第9表 従業員の住宅困窮状況

第10表 従業員に住宅困窮者がいる場合の影響
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第11表 住宅諸事情の雇用面へ及ぼす影響

第12表 企業の住宅援助制度の実施状況
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現在,企業が実施している持ち家援助制度は住宅資金融資および住宅資金積立て制度がその大宗となっているが,これ
らの制度の利用状況をみても,持ち家援助に対する企業の積極的な姿勢がうかがえる(第14表,第15表,第16表,第17
表)。

なお,銀行などによる住宅ローンなどの最近における急速な拡大が持ち家実現の大きな推進力となってきているが,そ
のうち銀行による信用供与状況は貸出し件数,1件当り貸出し金額とも急速な伸びを示している(第18表)。

第13表 今後の住宅援助制度の重点

第14表 持ち家援助制度の内容

第15表 住宅資金融資制度の利用状況
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第16表 住宅資金積立て制度の利用状況

第17表 積立ての限度額

第18表 住宅信用供与状況
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以上のような企業の持ち家援助制度の充実,銀行等の住宅ローンの普及などにより勤労者の持ち家取得がすすんでい
るが,労働省の「勤労者持家意識等実態調査」(44年1月)の東京圏についての再集計結果によりその状況の変化をみ
てみよう。

まず,持ち家の取得費用は,35～37年の182万円から41～43年の375万円(43年のみでは413万円)と著しく増加してお
り,勤労者の平均年収(家計調査)に対する倍率も3.4倍から3.9倍へと上昇している(第19表)。

また,持ち家取得に要した負債の状況をみると,35～37年には負債なしの世帯が3割近くあったのに対して,41～43年
は1割を割っており,取得金額に占める負債の割合は42%から60%へと大幅に上昇し,負債の額も約3倍の220万円に達
している(第3図)。

第19表 住宅の平均取得年齢,取得金額,負債総額,返済期間の推移
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第3図 負債の割合

これらの事情は,企業の持ち家援助制度,金融機関の住宅ローンなどが拡大してきたことも影響していようが,近年の
土地価格および建築費の上昇により取得費がしだいに高額となり,住宅取得にあたって借入金に依存せざるをえなく
なっていることも見逃せない(第4図)。とくに,地価の上昇が急激であることが借入金依存を強めていると思われ,住
宅取得金額に占める土地費用の割合が年年大きくなっている反面,取得した住宅の面積はいずれの期間も33～
66m2が多く,居住水準の改善がすすんでいるとはいい難い(第5図,第6図)。

最近では所得水準の向上に加えて,住宅貯蓄減税などの政府の各種施策,企業の援助,消費者信用の発達などがあって
高所得層の方から徐徐に持ち家が実現してきているが,地価の高騰など持ち家実現を困難とする要因もあり,住宅問題
の解決にはなおいっそうの施策の充実を必要としよう。
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第4図 土地価格・建築工事費および実収入の推移

第5図 土地費用の割合

第6図 住宅の広さの割合
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3   最近における小零細経営就業者の増加とその内容
(1)   規模別にみた就業者の動向

昭和30年代における規模別就業者構成の変化の大きな特徴は,新規就業者の就業分野の大規模への集中と,
小零細経営における過剰就業者の中規模,大規模事業所など,より近代的分野への流出によって小零細経営
の就業者の比重が急速に減少したことである。しかし,30年代末から40年代前半にかけては,その傾向が変
わって,小零細経営の就業者が再び根強い増加を示しはじめた。「事業所統計調査」によると,35～38年に
比べて38年以降規模10人未満の小零細経営就業者の増加が大きくなる傾向がみられる(第1表)。

このような小零細経営就業者の増加は,製造業など第2次産業部門で顕著で,これには小零細自営業主およ
び家族従業者の増加による面と,小零細企業での雇用者の増加による面とがある。
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3   最近における小零細経営就業者の増加とその内容
(2)   小零細自営業主および家族従業者の増加の内容

非農林業における自営業主および家族従業者は30年代を通じて減少ぎみであったため,従業上の地位別の
就業者構成は自営業主および家族従業者の比重が一貫して低下し,雇用者の比重が増加する傾向が続いて
いた。しかし,40年代にはいってから,自営業主,家族従業者が雇用者の伸びを上回って増加するようにな
り,その比重が再び高まってきた(第2表)。これを産業別にみると,自営業主の伸びは製造業でとびぬけて大
きく,なかでも金属機械関連など重工業分野での増加(32%増)が大幅である。家族従業者は,建設業(51%
増),サービス業(34%増),卸売小売業(33%増)で大幅に増加しているが,製造業(32%増)でもその増加が大き
い (第3表) 。製造業における自営業主の増加は主として従業員5人未満の零細自営業主の増加を反映する
ものである (第4表) 。

第1表 従業者規模別従業員数(自営,家従,雇用者を含む)の増減率

このような零細経営就業者の増加の主な理由は,高度経済成長の下での需要の増大,新しい需要の発生に
よって小零細経営の存立しつる分野が拡大したこと,労働力不足の深刻化に伴い内職や家族労働による家
庭婦人層の活用がすすんできたことである(第5表)。自営業主,家族従業者の最近の増加の内容をみると,
「仕事が主」である本来的な業主層もふえてはいるものの,40～43年の増加数のなかでは「仕事が従」な
ものが自営業主増加分の59%,家族従業者増加分の74%と比重が高く,また,そのほとんどが女子となってい
る(第6表)。年齢別にみると,自営業主は比較的若年層で,家族従業者は中,高年層での増加が大きいが,女子
の自営業主の約6割が内職者である(第7表,第8表)。
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第2表 非農林業就業者の従業上の地位別構成比および増減率

第3表 製造業の重,化,軽工業別,自営業主,家族従業者の構成比および増減率
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第4表 従業者規模別自営業主の増減率

第5表 規模別にみた労働力の不足対策

第6表 自営業主,家族従業者の増加に対する男女別就業状態別寄与率
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第7表 性,年齢階級別自営業主,家族従業者数および増減率

第8表 「仕事が従」の自営業主の年齢別増加率と内職者比率
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労働力不足の進展に伴って,家庭婦人などの女子への労働力需要が高まってきていることに対応して未就
業の女子の就業希望者が増加し,なかでも自宅で内職を希望するものがかなり多くみられる(第9表,第10
表)。これらの就業希望者の大部分は現に家事に従事しているものであって,家事の合理化による家事負担
の軽減などを背景に「生活困難ではないがもつと家計収入を得たいから」,「余暇ができたから」,「学資,
小づかいなどを得たいから」などを直接の動機として仕事を求めているものが多い。これらの一部には
パートタイマーとして雇用されるものもあるが,まだ,育児責任のある層や雇用者化しにくい層では,さしあ
たって自宅でできる内職を希望しているものが多い。

第9表 女子就業希望者の年齢,希望する仕事の種類別構成比

第10表 女子就業希望者の就業希望理由,希望する仕事の種類別構成比
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一方,本来的な自営業主層も従来に比べて増加する傾向が強まっている。自営業主のうち「仕事が主」な
ものの増加率は30年代には低かったが,40年代前半にかけて増加率が高まり,その自営業主全体の増加に対
する寄与率も41%と,「仕事が従」のものよりは少ないが,かなり大きな割合を占めている。また,労働移動
面をみても,雇用者から自営業主層に移るものが増加している(第11表)。これはこれらの小零細経営向け
の需要が増加しており,自営業主層の所得が相対的に高まっていること,比較的少ない資金で開業すること
が可能であること,自己の能力を十分に発揮でき,人に使われずに独自の仕事ができること,雇用者よりも高
い収入を得ることも可能であることなどの理由によるものが多い(第12表,第13表,第14表)。

第11表 製造業における雇用者と自営業主,家族従業者間の流動状況

第12表 自営業主および雇用者所得増加率の推移
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第13表 開業資金の分布と平均額

第14表 業種別,開業の動機別,業種数の構成比
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3   最近における小零細経営就業者の増加とその内容
(3)   小零細事業所での雇用者の増加

雇用者についてみても,昭和30年代においては小零細規模に比べて中規模,大規模での伸びが大幅で,とくに
雇用者の大規模集中の傾向がみられたが,30年代終りごろから40年代にかけては大規模での伸びが高いと
同時に,小零細規模での雇用の伸びも高く,雇用の2極集中の傾向がみられるようになった(第15表,第16
表)。小零細規模雇用者の増加は,労働力不足によって中間規模がより大規模層と小零細規模層へと分化す
る動きが生じていることのほか,下請,外注の増加など小零細経営向けの需要の増加による面が大きいとみ
られる。製造業について小零細雇用者の伸びを業種別にみると,金属,機械,電気機器,輸送用機器,精密機器,
ゴムなど金属機械関連を中心とした発展的分野での増加がとくに大幅である(第17表)。小零細経営は需要
の変化に対応した変わり身が早く,また,少数の労働力を何とか確保できれば事業を継続できるため,これら
の発展的分野を中心として増加がみられたものと思われる。一方,労働力の供給面からみても,小規模への
労働力流入がふえる傾向がみられる。「就業構造基本調査」によると,30年代においては,現職よりも大規
模へ移動するものが増加していたが,40年代にはむしろより小さい規模へ移動するものの割合が急速に高
まっている(第18表)。

第15表 規模別雇用者数の増減率
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これは,一つには規模別の賃金格差がすでにかなりの縮小をみたことによるものであろうが,このほか小企
業のほうが「仕事の上での働きがいがある」ことや,「将来独立しやすい」ことなどとも関係が深いと思
われる。東京都労働局の調査によると,小企業の長所として「技術が身につく」,「経営者,事業主と直接話
しあえる」,「責任ある仕事が与えられ働きがいがある」などをあげているものが多い(第19表)。また,仕
事の選択について「一生つとめられる仕事がよい」とするのが22%であるのに対し,「将来,独立できるよ
うな仕事がよい」とするものが64%と圧倒的に多い(第20表)。独立するための技能を身につけることは
仕事が細分された大企業,とくに単調労働分野などではむずかしく,将来独立しようとする労働者のなかに
はすすんで小企業を選択するものもかなりあるといわれている。このように,むしろ小企業に魅力を感じ
るものもかなりあることも小零細規模雇用者の増加に影響していると考えられる。

第16表 製造業雇用者の性,年齢,規模別増減率
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第17表 製造業産業中分類別,1～9人規模雇用者の増減率
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第18表 現在または1年前の非農林業雇用者のうち転職者の規模間移動の変化
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第19表 小企業の長所

第20表 小企業従業員の職業の安定性と独立に関する意識
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4   賃金決定の国際比較
(1)   諸外国の賃金決定の型

欧米諸国の賃金決定機構は,大別して,1)北欧型,2)西欧型,3)アメリカ型の3つに類型化される。
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4   賃金決定の国際比較
(1)   諸外国の賃金決定の型
1)   北欧型

オランダ,スウェーデン,デンマークなどの諸国においては,賃金決定は中央で集中して行なわれる。オラン
ダにおいては,通常労使の中央団体からなる協議機関「Labour Foundation」において賃上げ額の最高ま
たは平均などのフレームがまず決定され,それに基づいて産業別労使団体間ないし企業別の交渉が行なわ
れ,産業別ないし企業別協約が締結される。スウェーデンにおいても交渉はまず労使の中央団体による中
央交渉で始まり,そこで決定された平均賃上げ率をもとに個別労使団体間の交渉で全国的な産業別協定な
いし地域別協定が締結される。いずれの国においても,最終的な協約ないし協定は,中央団体によって承認
されなければならないことになっている。
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4   賃金決定の国際比較
(1)   諸外国の賃金決定の型
2)   西欧型

このタイプの賃金決定は,イギリス,フランス,西ドイツ,イタリアなどの諸国でみられ,産業別団体協約が主
流となっている。イギリスにおいては,各産業別使用者団体と当該産業と関連をもつ複数の全国組合との
間の交渉で,技能・熟練度別に最低または標準時間賃率の大枠が決定される。その後,その具体的適用に関
する細目について工場の経営者とショップスチュワード(工場内の組合員によって選出される)との間で開
かれる職場委員会で工場協約が締結される。

フランスにおいては,中央の使用者組織と6つの労働組合連合体に属する産業別の全国連合または地域ない
し地区組織(サンディカ)との間で協約最低賃率が決定されるが,協約数でみると地域ないし地区協約が最
も多い(第1表)。この賃率にどの程度上積みして企業に適用するかは,使用者側の決定にかかることが多
い。また,使用者またはその団体と当該事業所の従業員の最も代表的な労働組合との間で事業所協定を締
結することもできるが,正式に企業内の組合活動が認められるようになったのは,1969年の「企業内の組合
活動に関する法律」によってである。

第1表 フランスにおける労働協約締結数

西ドイツにおいては,使用者の地域別ないし産業別連合体と産業別ないし職業別全国組合またはその地域
組織との間の交渉で産業別の全国レベルないし地域別の賃金協約が結ばれ,協約賃率が決定される。とく
に,州別ないし数州にまたがる地域別協約が重要な地位を占めている。すなわち,1949～60年間に結ばれた
約43,000の労働協約のうち約3,600が数州にまたがる地域別協約,約33,400が州単位または州の大部分を適
用範囲とする協約で,残りが連邦全土を適用範囲とする協約であった。全国ないし地域別協約の実施にあ
たっての細目は,企業または個別工場の経営者と従業員代表からなる経営協議会との間で結ばれる経営協
定によって定められる。

イタリアにおいては,全国的使用者組織と3つの全国的労働組合組織との交渉で賃金決定に関して大枠が決
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定されるが,最低基本賃率は産業別労使連合体間で結ばれる産業別の全国協約で決定される。その後,産業
別組合の地域支部と使用者の産業別地域連盟との間で全国協約の実施にあたっての細目について企業別
協定が交渉,締結されるが,事業所ごとに全従業員の投票によって設立される工場内部委員会もその締結に
ついては組合の地域支部と一体の関係に立つて活動している。
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4   賃金決定の国際比較
(1)   諸外国の賃金決定の型
3)   アメリカ型

アメリカの団体交渉の特色は交渉単位制度である。交渉単位は,全国労使関係委員会によって,工場内の労
働者組織の歴史とタイプや団体交渉・協約の歴史などを基準として決定される。交渉単位としては企業
単位が最も多く,1961年の調査によると,適用労働者1,000人以上の協約のうち企業単位のものは協約数で
64%,適用労働者では53%を占めている(第2表)。そのうち複数事業所を1交渉単位としているものが協約
数では全体の36%,労働者では41%で,とくに製造業においては協約適用労働者の半数以上がこのタイプの
交渉単位に含まれており,鉄鋼,自動車などの基幹産業ではその割合がとくに高い。しかし,複数企業を1単
位とする交渉もかなりみられ,とくに非製造業においてはこのタイプの交渉単位が多く,非製造業における
協約数の59%,協約適用労働者の73%を占めている。これは非製造業である建設業,運輸業,サービス業など
には地方的な企業が多数あり,労働組合も職種別に組織されている場合が多いことを反映していると思わ
れる。なお,労働者側の当事者についていえば,交渉権・協約締結権は,多くの場合ローカル組合にあるが,
組合によっては全国組合やその中間機関が強い統制力をもっている場合もあり,協約の締結にあたっては,
ローカル組合とそれが属している産業別ないし職業別全国組合が連署することが多い。たとえば,自動車
産業における交渉では,関係するローカル組合の交渉委員からなる交渉委員会が企業と交渉して全国レベ
ルの協約を締結するが,賃上げに関しては賃上げ額を定めるだけで,職務別賃金率や賃金支払方法などの細
目については,個個のローカル組合ごとに工場レベルの交渉が行なわれ,工場の特殊性や従来の慣習などを
考慮して詳しい協約が締結される。
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4   賃金決定の国際比較
(2)   賃金交渉における交渉事項

わが国においては,賃金交渉の主な争点は平均賃上げ額であるが,欧米諸国における交渉の中心は職種別,熟
練度別賃金である。アメリカにおいては,通常,時間当り賃率の引上げ額が決まり・すでに成立している職
種別,熟練度別の賃金表が改定されることによって個別賃金が決定される。この場合,全労働者に一律の賃
上げ額を決める場合と熟練職種を他の職種より優遇する場合とがある。優遇する方法としては,一般の職
種より多額の賃上げを認める賃率改定,職種間格差を維持するための職種格付けの再編成,定額引上げと定
率引上げの併用などがある(第3表)。また,アメリカでは工場内の苦情処理制度が大きな役割を果しており,
個別労働者の職種格付けの変更や賃率の改定などが随時行なわれている。

第2表 アメリカの主要労働協約における交渉単位の型
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第3表 賃上げのタイプ
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西欧諸国においては,産業別交渉の結果決定されるのは地域ごとの職種別・熟練度別賃金で,企業や事業所
レベルの交渉ではそれについての細目が決定されるのが通常である。たとえば,フランスにおいては1945
年の賃金統制令によって定められた職種間格差が統制令撤廃後も長く影響を及ぼしており,一般には,一般
未熟練職種の賃金を100として特殊未熟練職種は106～110,半熟練職種は115～120,熟練職種は135～145,
高度熟練職種は155～170という格差をもって熟練度等級別の協約賃金が定められている。

また,イタリアでは,たとえば化学工業についてみると,労働者を工員,特殊工員,職員の3つの種類に分け,さ
らに,それぞれを技能,熟練度によっていくつかのカテゴリーに分類して,それぞれ年齢別(たとえば工員に
ついては18歳以上,16～18歳,16歳未満の3段階),地域別に最低時間賃率ないし最低月額給与を定めてい
る(第4表)。また,イタリア金属機械工業全国協約でも同様な定め方をしている。

第4表 イタリア化学工業全国労働協約による工員の最低時間賃率
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イギリスの産業別全国協約で定められるのも,産業によってその詳しさの程度は異なるが,やはり職種別賃
率である。たとえば,機械工業では機械工業経営者連盟と造船・機械工業労働組合連合との間の全国協約
で最低賃率が決められるが,そこで決まるのは基幹職種である組立工と単純労務者,それに女子労働者の賃
率だけであって,その他の職種についてはこの基幹職種との関連で地方交渉によって決定される(第5表)。
また,イングランドとウェールズの建設業については,地域格差をつけて熟練労働者と未熟練労働者の賃率
が全国協約で定められており,鉄道業においては全国協約ですべての職種について職種別賃率を定めてい
る(第6表)。また,薬品・化学薬品産業の全国協約では,ロンドンとその他の地域ごとに,21歳以上の男女労
働者を必要とされる熟練度を考慮してそれぞれ3つの職種群に分けて最低賃率を定めている。

第5表 イギリス機械工業の労働協約による最低賃率

第6表 イギリス建設業の労働協約による標準時間賃率
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西ドイツにおいては,協約賃率は地域別,熟練度別,年齢別に決定されている。たとえば,ノルドライン・
ヴェストファーレン州の鉄鋼業についてみると,職務が熟練度に応じて9段階の賃金等級に格付けされてお
り,その各等級間賃金格差と等級内の年齢別格差とが定められているので,代表的労働者(20歳以上,賃金等
級6の者)の賃率が決まるとその他の労働者の賃率は熟練度別,年齢別に自動的に決まってくる。賃金の引
上げはこの代表的労働者の賃率の改定というかたちで行なわれるが,賃金等級間格差や年齢別格差が交渉
によって改定されることもある。

第7表 西ドイツ,ノルドライン・ヴェストファーレン州鉄鋼業の賃金基本協約および賃金協定による賃金

格差と協約賃率
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4   賃金決定の国際比較
(3)   職種別賃率構造形成の背景

以上のように欧米諸国においては,職種別賃率を基礎にして賃金交渉が行なわれるが,その背景には伝統的
な労働者の職種意識があり,それがまた,労働組合に労働供給に関してある程度の規制力をもたせる背景を
なしている。

たとえば,アメリカでは新規の雇入れ徒弟数や,または,その熟練工に対する比率が労働協約で定められてい
るのが通常で,それによって新規労働力の流入を規制するとともに,すでに雇用されている熟練工の雇用保
障を図つている。また,建設業のように作業が一時的で作業場がたえず移動するような産業においては,労
働組合は労働者を供給する紹介業務を行なっている。

また,イギリスにおいては,王立委員会報告によると,伝統的なクラフト制度が産業界に深く根をおろしてい
る。それは職種ごとの職務範囲を厳密に規定し,また,正規の熟練工には一定の年齢(通常20～21歳)に達す
る以前に一定期間徒弟として働くことを義務づけている。最近では,徒弟制度は訓練というより採用の前
提条件としての役割の方が強くなっている。機械工業,造船など一部の産業では労働希釈協約(dilution
agreement)によって,正規の熟練工が不足しているときは,それとほぼ同等の技能をもつ者を熟練職種にあ
てることができるようになっているが,それは伝統的な制限的慣行からみるときわめて例外的なものであ
る。さらに,イギリスではクローズド・ショップ規定により,熟練職種への新規流入をチェックしている協
約もかなりあり,1964年で全雇用労働者の16.5%,組織労働者の37.5%がその適用対象になっている。
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5   生涯賃金の学歴別格差

最近における賃金の学歴別格差の動きを明らかにするため,昭和36年,41年,44年の各年における学歴別・
年齢別の賃金をもとに,年齢別賃金を累積し,それぞれの年のいわゆる生涯賃金の推計を行なった。

就業期間については小学,新制中学卒は15歳で,旧制中学・新制高校卒は18歳で,旧制および新制大学卒は
22歳でそれぞれ就職し,いずれも55歳で定年退職するものと仮定した。

推計結果は第1表に示すとおりであるが,これをまず,規模計の定期給与についてみると,生涯賃金の学歴別
格差は大学卒を100として小学,新中卒が36年の66から41年71,44年76へ,旧中・新高卒が36年の73から41
年78,44年81へといずれも縮小している。特別給与は,定期給与に比べて学歴別格差が大きいため,これを
含めた生涯賃金の学歴別格差もやや大きくなるが,小学・新中卒で36年の58から44年67へ,旧中・新高卒
で同じく64から74へと同様に格差は縮小している。

なお,ここで推計した生涯賃金には退職金が含まれていないが,退職金の学歴別格差を労働省「賃金労働時
間制度調査」(昭和43年)でみると,大学卒(管理・事務・技術労働者)定年退職者に対する退職金(従業員
500人以上)を100として旧中・新高卒(管理,事務,技術労働者)定年退職者の退職金は84,小学・新中卒(生産
労働者)は64で,前述の賃金のみの学歴別格差とほぼ同程度であるのでこれを含めても生涯賃金の学歴別格
差はそれほど変わらないと思われる。さらに,本推計では一応,55歳で退職すると仮定しているが,実際には
55歳以後も就業する者もかなり多い。しかし,最近の60歳以上の高齢者の賃金の学歴別格差は50歳台に比
べてむしろ小,さく,また,格差縮小の動きは他の年齢層と同様の傾向を示しているので生涯賃金を60歳以上
の高齢者まで含めて計算しても基本的な傾向は変わらないとみられる(第2表)。

つぎに,生涯賃金の学歴別格差を教育投資の額を考慮して検討するため,文部省統計を基礎に学校在学中の
学費を推計し,これを第1表の学歴別生涯賃金から差し引いて修正すると 第3表 に示すとおりとなり,学歴
別格差はいっそう小さくなる。とくに,教育投資に要した費用を仮に上級学校へ進学しないで,定年(55歳)
までの間(中学卒は38年間,高校卒は35年間)年利5分5厘で運用したと想定して計算してみると学歴別格差
の縮小はさらに大幅となる(第3表)。

第1表 学歴別生涯賃金の変化
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第2表 高齢者の学歴別賃金格差

第3表 教育投資を考慮した学歴別生涯賃金
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ところで,アメリカの男子就業者について,18歳から64歳(ただし1966年は18歳以上)までの期間の学歴別生
涯所得を推定した資料によるとわが国の場合に比べて学歴別格差はかなり大きく,また,過去10年来,格差は
あまり変化していない(第4表)。

第4表 アメリカの学歴別生涯所得

わが国では,今後,労働力の高学歴化や比較的低学歴層の比重が大きい技能工や生産工程従事者の不足が
いっそうすすむと予想されており,これに伴って賃金の学歴別格差の縮小がいっそう強まる可能性が大き
い。そこで,各学歴ごとの年齢別賃金の昭和41～44年における上昇傾向が今後も続くと仮定して,5年後,10
年後の生涯賃金の学歴別格差を推定してみると小学・新中卒の大学卒に対する格差は,44年の67から5年
後79,10年後-87へ,旧中・新高,卒では同じく74から81,90へとさらに縮小することとなる(第5表)。
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第5表 生涯賃金の学歴別格差の予測
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6   賃金上昇内容の推計

本論101ページ以下の「賃金の大幅上昇とその内容」においては,国民所得における雇用者所得のなかの
「賃金俸給」を各種の資料によって,産業,規模,年齢などに分け,それによって分析を行なった。その推計
方法は以下のとおりである。なお,本論における分析は資料等の制約から,農林・水産・公務の各産業以外
の常用労働者について行なった。また,労働者の種類を細分化する必要からおもに「賃金構造基本統計」
によつたので,「毎月勤労統計」を主要な資料とする「国民所得統計」とは多少の差がでるが,次表のとお
り,賃金総額においては両者はほぼ見合うものとなっている。労働者の構成についても,細分化の必要から
異なる資料を用いた場合もあるが,両者は大体等しくなっている。

国民所得ベースと本推計の比較
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6   賃金上昇内容の推計
〔推計方法〕

(1)労働者の種類は次のように分類した。

産 業………鉱業,建設業,製造業,卸売小売業,金融保険不動産業,運輸通信業,電気ガス水道業,サービス
業の8分類

企業規模………常用労働者1,000人以上,999～100人,99～10人,9～5人,4～1人の5分類

年 齢………20歳未満,20～29歳,30～39歳,40歳以上の4分類

性 ………男,女

この結果,種類の数は8×5×4×2=320種類となる。 

(2)賃金は,労働省「賃金構造基本統計」(ただし,36年は「賃金実態総合調査」)および同「毎月勤労
統計」により,以上の資料から得られない部分については,近似規模,類似産業の動向を参照して補完
した。 

(3)各種類の労働者の構成は,「労働力調査」の産業別雇用者数に,総理府統計局「事業所統計調査」
によって求めた産業別の規模別雇用者の構成比を乗じ,それぞれに,「賃金構造基本統計」,「賃金実
態総合調査」,「毎月勤労統計」による男女別年齢別構成比を乗じて求めた。一部は近似規模,類似
産業の状況によって推計補完した。ただし,「事業所統計調査」による値は,35年,38年,41年のもので
あるので,これを直線補間して36年,39年,43年の値に修正した。 

(4)以上の方法を詳説するとつぎのとおりである。文中「賃構」は「賃金構造基本統計」または「賃
金実態総合調査」,「毎勤」は「毎月勤労統計」,「事調」は「事業所統計調査」の略である。 
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6   賃金上昇内容の推計
〔推計方法〕
1)   定期給与

イ 36年,39年5人以上は「賃構」の定期給与(4月分)に「毎勤」の6月分定期給与/4月分定期給与の比
率を乗じた。比率は産業別,規模別に求め,その中の男女各年齢層については一律とした。「賃構」
と「毎勤」の対応させた規模区分はつぎのとおり。

「賃構」企業規模 「毎勤」事業所規模

1,000人以上 500人以上

100～990人 100～499人

10～99人 30～99人と5～29人の平均

5～9人 5～29人

なお,サービス業には,「毎勤」卸売小売業の比率を適用した。 

ロ 43年10人以上は「賃構」(6月分)による。サービス業については次式により卸売小売業を参考に
して推計。

Yr,se,j,k,l,43=Yr,sa,j,k,l,43×P43

P43=P39+(P42-P39)／3

Pt=Yr,se,j,k,l,t／Yr,sa,j,k,l,t

Yr 定期給与,sa 卸売小売業,se サービス業,j 規模区分,k 年齢区分,I 性別,t 年次(39年,42年) 

ハ 43年5～9人は「賃構」により,10～99人規模との格差を参考にして推計。推計式は次のとおり。

Yr,i,5～9,k,l,43=Yr,i,10～99,k,l,43×Ps43

Ps43=Ps39+(Ps42-Ps39)／3

Pst=Yr,i,5～9,k,l,t／Yr,i,10～99,k,l,t

記号はロ参照,ただしiは産業区分 

ニ 各年1～4人は「毎勤,労災特別調査」(各年7月末)による。ただし,各産業ごとに「賃構」5～9人と
10～99人平均／「毎勤」5～29人と30～99人平均を「乗じて,「賃構」のベースに合うようにし
た。 
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6   賃金上昇内容の推計
〔推計方法〕
2)   特別給与

イ 36年1,000人以上,39年100人以上,43年10人以上については「賃構」による。 

ロ それ以外については各産業ごとに「毎勤」から対応する規模の平均特別給与額を求め,これをつ
ぎのとおり「賃構」のベースに合わせた。なお,サービス業については,別に卸売小売業の定期給
与・特別給与比率を規模・年齢,性別に求め,これを対応するサービス業の定期給与に乗じて推計し
た。

図表

ハ ロによって求めた産業別規模別の特別給与から,「賃構」により資料が得られる近似規模の動き
を参考にして,男女別,年齢別の格差を求め,これからそれぞれの特別給与を推計した。すなわち,10～
99人規模以上については,

式
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(ただし,39年10～99人,36年100～999人,36年10～99人の順に計算)1～4人,5～9人規模については

式

ただし,Ys特別給与,Ys平均特別給与,i産業区分,j規模区分j+11上の規模区分,k年齢区分,1男女の
別,ko,lo任意の1つの年齢区分(20齢未満男子を採用),t年次,t+1は次年次(たとえばt=39年のとき
t+1=43年),ωは労働者の構成比。 
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6   賃金上昇内容の推計
〔推計方法〕
3)   労働者の構成は,つぎの手順により求めた。

イ 「労働力調査」により非農林水産公務の産業別構成を求めた。 

ロ 「事調」の非農林水産業の産業別常用雇用比率を求めた。 

ハ 各産業について「事調」により常用雇用の企業規模別構成比を求めた。

ただし,民営会社組織については企業規模,民営のそれ以外については事業所規模によって分類し,ま
た,公営,国営,公共企業体は企業規模1,000人以上として分類した。イにロ,ハによる構成比を相乗じ
て産業別規模別構成を得た。 

ニ これによる産業別規模別の構成は,昭和35年,38年,41年のものなので,次式により,これから36年,39
年,43年の推計値を求めた。

ω36=ω35+ω38-ω35／3

ω39=ω38+ω41-ω38／3

ω43=ω41+ω41-ω38／3×2

ω 産業別規模別構成比 右下添字は年次 

ト これに「賃構」により産業別規模別に求めた男女比,および男女ごとの年齢構成比を乗じた。た
だし,1～4人については「毎勤・労災特別調査」により,また,43年の5～9人については「賃構」39～
42年の動きを次式により延長して求めた。

ω43=ω42+ω42-ω39／3

ω 各産業5～9人の男女別,年齢別構成比。 
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7   価格の相対的変化の所得(付加価値)への影響

価格の相対的変化の所得(付加価値)への影響の推計方法および結果の概要は,つぎのとおりである。

(1)まず,昭和35年,40年の産業連関表の各部門別生産額を対応する部門別生産別デフレーターで除し
て実質化するとともに,原材料などの中間投入額も同様に対応する投入物デフレーターで実質化し,
各部門ごとに実質生産額から実質投入額を差し引いて実質付加価値額を求める。なお,デフレーター
は40年については35～40年,35年については30～35年の変化を用いた。この実質付加価値額は,具体
的には40年については35年価格表示の付加価値額,35年については30年価格表示の付加価値額で,そ
れはそれぞれ過去5年間に価格が絶対的にも相対的にも変化しなかったと想定した場合の付加価値
額と考えられる(各表の(C)欄)。 

(2)つぎに,全体としての価格変化の程度を示す総合デフレーターで各部門の名目付加価値額(各表の
(A)欄)を除すると,各部門における価格変化がすべて同じであると仮定した場合の付加価値額が得ら
れる(各表の(B)欄)。これは,各部門間の相対価格の変化を考慮していないので,この付加価値額には
相対価格変化が各部門の付加価値の増減に与える影響力が残されていると考えられる。 

(3)そこで,各表の(A)欄-(C)欄は,価格変化が部門別付加価値額に及ぼした影響のすべてを示し,(B)欄-
(C)欄は,そのうち価格の相対的変化によってのみ生じた影響を示していると考えられる。 

(4)推計の結果は,第1表および第2表に示すとおりであるが,これによって価格の相対的変化によって
生じた影響をみると,つぎのとおりである。

まず,35年についてみると,価格の相対的変化によって分配された付加価値の総額は,75百億円である
が,部門別には建設業は40百億円(再分配付加価値額の53%),サービス業では28百億円(同37%)と増加
が大きく,製造業では63百億円(同84%),農林水産業では6百億円(同8%)と逆に減少となっている。40
年では,再分配付加価値額は226百億円,部門別には製造業は35年と同様減少しているが,運輸通信業,
商業・不動産,金融保険業などでは増加から減少に変わり,逆に農林水産業が減少からかなり大幅な
増加に転じている。 

第1表 相対価格変化の所得(付加価値)増加への影響
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第2表 価格の相対的変化の所得(付加価値)増加への影響
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8   産業別需給動向の推計

(1)産業別需給動向の推計にあたっては,供給は「通産統計」の生産指数の変化をそのまま用いたが,需要の変化につ
いては産業連関表を利用した推計値によっている。その推計方法は,「国民所得統計」による個人消費支出,投資など
最終需要の実額(昭和44年の最終需要のうち,44年10～12月については経済企画庁経済研究所の推計値)と昭和40年の
産業連関表の生産誘発係数(個人消費支出,投資などの最終需要を与えた場合,経済の各部門がその波及関連効果を通
じて,結局,いくばくの生産をもたらすかを示す係数)によって業種別の最終需要誘発額を求め,その増加率と生産指数
の増加率を比較して,需給が緊張状態に向っているかどうか判断した。

ただし,ここで用いた生産誘発係数は,40年の産業連関表による結果を用いているので,その後における生産技術や消
費構造などの変化は考慮されていない。 

(2)以上の推計の結果をみると,まず,40～44年のやや長期的な動向では,食料品,繊維などの軽工業では需要の伸びが生
産の伸びを上回っているのに対し,化学,鉄鋼などの重化学工業では両者の伸びは均衡ないしは生産の伸びの方がやや
大きくなっている。

しかし,43～44年の短期的な動向をみると,軽工業では長期的な動向と同様,需要が生産の伸びより大きくなっている
とともに,重工業でも化学,電気機械を除けばいずれも需要の伸びが生産の伸びを上回っている。 
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